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東京大学特定短時間勤務有期雇用教職員の就業に関する規程 

 

（平成１６年４月１日東大規則第３５号） 

改正 平成１７年３月２８日東大規則第３６４号 

改正 平成１８年３月３０日東大規則第１２５号 

改正 平成１９年３月２６日東大規則第１２４号 

改正 平成２０年３月２５日東大規則第 ９５号 

改正 平成２１年３月２６日東大規則第 ９０号 

改正 平成２３年３月２８日東大規則第 ９１号 

 

   第１章 総 則 

（目的） 

第１条  この規程は、期間を定めて雇用する短時間勤務有期雇用教職員（東京大学短時間

勤務有期雇用教職員就業規則（平成１６年規則第３４号。以下「短時間勤務有期雇用就

業規則」という。）第２条第２項に定めるものを除く。以下「特定短時間勤務有期雇用教

職員」という。）の就業について、必要な事項を定めることを目的とする。 

（特定短時間勤務有期雇用教職員の種類等） 

第２条 この規程により雇用することができる特定短時間勤務有期雇用教職員は、次の各

号に掲げるもの（特定有期雇用教職員に該当するものを除く。以下同じ。）とする。 

(1) 特任教授、特任准教授、特任講師及び特任助教（以下「特任教員」という。） 

 (2) 特任研究員 

 (3) 学術支援専門職員  

 (4) 学術支援職員 

(5) 特任専門員 

(6) 特任専門職員 

(7) その他別に定める者 

２  前項各号に掲げるものの就業に関する事項については、第２章以下の規定及び別に定

めるところによるほかは、短時間勤務有期雇用就業規則の規定を準用する。 

 

    第２章 特任教員 

（特任教員の定義等） 

第３条 特任教員とは、プロジェクト等（寄付講座又は寄付研究部門を含む。以下同じ。）

において教育研究に従事する者をいう。 

２ 特任教員の選考基準は、東京大学教員の就業に関する規程（平成１６年規則第１６号。

以下「教員就業規程」という。）第３条の規定を準用する。 

３ 特任教員には、客員教授又は客員准教授の称号を付与することができる。 

（就業に関する特例） 

第４条 特任教員には、短時間勤務有期雇用就業規則第４条、第１１条、第５４条、第５

６条及び第５７条の規定は適用しない。 
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（契約期間及び契約の更新） 

第５条 特任教員の契約期間及び契約の更新については、次の各号に定めるところによる。

この場合の契約の更新は、予算の状況及び当該特任教員の勤務成績の評価に基づき行う

ものとする。 

(1) 一の会計年度（４月１日から翌年の３月３１日までをいう。以下同じ。）を限度とす

る契約期間とする（契約期間が１２月未満の場合は、採用した日の属する会計年度の末

日を限度として契約期間を延長することができる。）。この場合の更新については、４回

（採用した日が会計年度の初日でないときは５回）、かつ、採用した日から起算して５

年を限度とし、以後更新しない。 

(2) 必要に応じ、３年を限度とする契約期間とすることができる。この場合の更新につ

いては、３年を限度として１回に限り契約の更新をすることができる。 

(3) 役員会の承認を得たものについては、プロジェクト等の存続期間に限り、５年を限

度とする契約期間とすることができる。この場合の更新については、当該プロジェクト

等の存続期間に限り、５年を限度として１回に限り契約の更新をすることができる。 

２ 前項の更新による契約期間終了後は、引き続き採用しないものとする。 

３ 採用又は契約を更新しようとする日において、年齢が満６０歳に達し、かつ、その日

以後の最初の３月３１日を超えることとなる場合には、採用又は契約の更新をすること

ができない。 

４ 契約の更新をした後、契約期間の満了により労働契約を終了させる場合には、少なく

とも３０日前にその旨予告するものとする。 

（特任教員の基本給） 

第６条 基本給は、別途定める特任教員等時間給表により決定する。ただし、当該時間給

表に定める号俸の時間給を超える給与を支給する場合は、役員会の承認を得なければ

ならない。また、教育研究評議会に当該承認を得た旨を報告するものとする。 

    

第３章 特任研究員 

（特任研究員の定義） 

第７条 特任研究員とは、プロジェクト等において、専ら研究に従事する者をいう。 

（就業に関する特例） 

第８条 特任研究員には、短時間勤務有期雇用就業規則第４条、第１１条、第５４条、第

５６条及び第５７条の規定は適用しない。 

 （契約期間及び契約の更新） 

第９条 特任研究員の契約期間及び契約の更新は、第５条の規定を準用する。 

（特任研究員の基本給） 

第１０条 基本給は、別途定める特任教員等時間給表により決定する。ただし、当該時間

給表に定める号俸の時間給を超える給与を支給する場合は、役員会の承認を得なければ

ならない。また、教育研究評議会に当該承認を得た旨を報告するものとする。 

 

第４章 学術支援専門職員 
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 （学術支援専門職員の定義） 

第１１条 学術支援専門職員とは、特定のプロジェクト等において高度な知識等を必要と

する業務を行う者をいう。 

（就業に関する特例） 

第１２条 学術支援専門職員には、短時間勤務有期雇用就業規則第５４条、第５６条及び

第５７条の規定は適用しない。 

 （学術支援専門職員の基本給） 

第１３条 基本給は、別途定める特任教員等時間給表により決定する。ただし、当該時間

給表に定める号俸の時間給を超える給与を支給する場合は、役員会の承認を得なければ

ならない。また、教育研究評議会に当該承認を得た旨を報告するものとする。 

 

第５章 学術支援職員 

 （学術支援職員の定義） 

第１４条 学術支援職員とは、特定のプロジェクト等において必要な業務に従事する技術

者等をいう。 

（就業に関する特例） 

第１５条 学術支援職員には、短時間勤務有期雇用就業規則第５４条、第５６条及び第５

７条の規定は適用しない。 

 （学術支援職員の基本給等） 

第１６条 基本給は、別途定める学術支援職員時間給表により決定する。 

 

第６章 特任専門員 

（特任専門員の定義） 

第１７条 特任専門員とは、高度の専門的な知識経験又は優れた識見を一定の期間活用し

て行うことが特に必要と認める業務に雇用する者をいう。 

（契約期間） 

第１７条の２ 特任専門員は、３年を限度とする契約期間を定めて雇用する。 

（特任専門員の基本給） 

第１８条 基本給は、別途定める特任専門員等時間給表により決定する。 

（特任専門員に支給する給与） 

第１９条 特任専門員に支給する給与は、前条に掲げる基本給及び通勤手当とする。 

 

第７章 特任専門職員 

（特任専門職員の定義） 

第２０条 特任専門職員とは、専門的な知識経験又は優れた識見を一定の期間活用して行

うことが必要と認める業務に雇用する者をいう。 

（契約期間） 

第２０条の２ 特任専門職員は、３年を限度とする契約期間を定めて雇用する。 

 （特任専門職員の基本給） 
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第２１条 基本給は、別途定める特任専門員等時間給表により決定する。 

（特任専門職員に支給する給与） 

第２２条 特任専門職員に支給する給与は、前条に掲げる基本給のほか、通勤手当、超過

勤務手当、休日出勤手当及び夜勤手当とする。 

 

第８章 高齢者雇用の特例 

（高齢者雇用の特例） 

第２３条 特に必要と認めた場合には、第５条第３項及び第９条の規定にかかわらず、満

６０歳に達した後の者を雇用することができる。 

 

    附 則 

 この規程は、平成１６年４月１日から施行する。 

    附 則 

 （施行期日） 

１ この規則は、平成１７年４月１日から施行する。 

 （特任教員及びリサーチフェロー等に係る経過措置） 

２ この規則の施行日の前日から引き続いて、契約の更新又は延長をした特任教員及びリ

サーチフェロー等については、第７条、第８条、第１０条及び第１１条の規定にかかわ

らず、当該雇用が継続する間、改正前の規定により給与を支給することができる。  

    附 則  

 （施行期日） 

１ この規則は、平成１８年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ 第５条第２項（第１１条第２項において準用する場合を含む。）に規定する俸給月額及

び俸給の調整額は、当分の間、平成１７年４月 1 日現在において適用される教職員給与

規則（平成１６年規則第１２号）による俸給月額及び俸給の調整額とする。 

附 則 

 （施行期日） 

１ この規則は、平成１９年４月１日から施行する。 

 （客員教員に係る経過措置） 

２ この規則の施行日の前日から引き続いて、契約の更新をした客員教員については、第

５条の規定にかかわらず、当該雇用が継続する間、改正前の規定により給与を支給する

ことができる。 

附 則 

 （施行期日） 

１ この規則は、平成２０年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規則の施行の際現にこの規則による改正前の東京大学特定短時間勤務有期雇用教

職員の就業に関する規程(平成１６年規則第３５号。以下「特定短時間勤務有期雇用教職
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員就業規程」という。)により雇用されている者のうち、この規則の施行日に契約の更新

をする者の契約の更新については、当該雇用が継続する間、当該者が施行日前に採用さ

れた日から起算するものとする。 

３ この規則の施行の際現にこの規則による改正前の特定短時間勤務有期雇用教職員就業

規程により雇用されている者のうち、この規則の施行日前から契約期間が引き続く者の

契約期間については、従前の契約期間とする。この場合の契約の更新については、当該

者が施行日前に採用された日から起算するものとする。 

４ 前２項の規定の適用を受ける者のうち、特定短時間勤務有期雇用教職員就業規程の一

部を改正する規則（平成１７年規則第３６４号）附則第２項及び特定短時間勤務有期雇

用教職員就業規程の一部を改正する規則（平成１９年規則第１２４号）附則第２項の規

定により給与を支給されている者については、当該雇用が継続する間、従前の規定によ

り給与を支給することができる。 

（特任助手の特例） 

５ この規則の施行の際現にこの規則による改正前の特定短時間勤務有期雇用教職員就業

規程により特任教員として雇用され、かつ特任助手の称号を付与されている者で、この

規則の施行日に契約の更新をする者又はこの規則の施行日前から契約期間が引き続く者

については、当該雇用が継続する間、特任助手として雇用することができる。この場合

の特任助手の就業に関する事項については、改正後の第２章特任教員の規定を準用する。 

附 則 

（施行期日） 

１ この規則は、平成２１年４月１日から施行する。 

（特任専門員及び特任専門職員に係る経過措置） 

２ この規則の施行の際現にこの規則による改正前の東京大学特定短時間勤務有期雇用教

職員の就業に関する規程(平成１６年規則第３５号。以下「特定短時間勤務有期雇用教職

員就業規程」という。)により雇用されている特任専門員及び特任専門職員のうち、この

規則の施行日に契約の更新をする者の契約の更新については、当該雇用が継続する間、

当該者が施行日前に採用された日から起算するものとする。 

３ この規則の施行の際現にこの規則による改正前の特定短時間勤務有期雇用教職員就業

規程により雇用されている特任専門員及び特任専門職員のうち、この規則の施行日前か

ら契約期間が引き続く者の契約期間については、従前の契約期間とする。この場合の契

約の更新については、当該者が施行日前に採用された日から起算するものとする。 

附 則 

（施行期日） 

１ この規則は、平成２３年４月１日から施行する。 

（学術支援職員に係る経過措置） 

２ この規則の施行日の前日から引き続いて、契約の更新をした学術支援職員については、

第１６条の規定にかかわらず、当該雇用が継続する間、改正前の規定により給与を支給

することができる。 
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東京大学特定短時間勤務有期雇用教職員の就業に関する規程（平成１６年規則第３５号）第６条、

第１０条及び第１３条に定める特任教員等時間給表、第１６条に定める学術支援職員時間給表及び第

１８条及び第２１条に定める特任専門員等時間給表については、平成２３年４月１日以降、次のとお

りとする。 
 
１ 第６条、第１０条及び第１３条関係 

 特任教員等時間給表 

号俸 時間給 

１  ８５０ 

２  ８９２ 

３  ９３５ 

４  ９７７ 

５  １,０２０ 

６  １,０６２ 

７  １,１０５ 

８  １,１４７ 

９  １,１９０ 

１０  １,２３２ 

１１ １,２７５ 

１２ １,３１７ 

１３ １,３６０ 

１４ １,４０２ 

１５ １,４４５ 

１６ １,４８７ 

１７ １,５３０ 

１８ １,５７２ 

１９ １,６１４ 

２０ １,６５７ 

２１ １,６９９ 

２２ １,７４２ 

２３ １,７８４ 

２４ １,８２７ 

２５ １,８６９ 

２６ １,９１２ 

２７ １,９５４ 

２８ １,９９７ 

２９ ２,０３９ 

３０ ２,０８２ 
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３１ ２,１２４ 

３２ ２,１６７ 

３３ ２,２０９ 

３４ ２,２５２ 

３５ ２,２９４ 

３６ ２,３３７ 

３７ ２,３７９ 

３８ ２,４２２ 

３９ ２,４６４ 

４０ ２,５０７ 

４１ ２,５４９ 

４２ ２,５９２ 

４３ ２,６３４ 

４４ ２,６７７ 

４５ ２,７１９ 

４６ ２,７６２ 

４７ ２,８０４ 

４８ ２,８４７ 

４９ ２,８８９ 

５０ ２,９３２ 

５１ ２,９７４ 

５２ ３,０１７ 

５３ ３,０５９ 

５４ ３,１０１ 

５５ ３,１４４ 

５６ ３,１８６ 

５７ ３,２２９ 

５８ ３,２７１ 

５９ ３,３１４ 

６０ ３,３５６ 

６１ ３,３９９ 

６２ ３,４４１ 

６３ ３,４８４ 

６４ ３,５２６ 

６５ ３,５６９ 

６６ ３,６１１ 

６７ ３,６５４ 

６８ ３,６９６ 
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６９ ３,７３９ 

７０ ３,７８１ 

７１ ３,８２４ 

７２ ３,８６６ 

７３ ３,９０９ 

７４ ３,９５１ 

７５ ３,９９４ 

７６ ４,０３６ 

７７ ４,０７９ 

７８ ４,１２１ 

７９ ４,１６４ 

８０ ４,２０６ 

８１ ４,２４９ 

８２ ４,２９１ 

８３ ４,３３４ 

８４ ４,３７６ 

８５ ４,４１９ 

８６ ４,４６１ 

８７ ４,５０４ 

８８ ４,５４６ 

８９ ４,５８９ 

９０ ４,６３１ 

９１ ４,６７３ 

９２ ４,７１６ 

９３ ４,７５８ 

９４ ４,８０１ 

９５ ４,８４３ 

９６ ４,８８６ 

９７ ４,９２８ 

９８ ４,９７１ 

９９ ５,０１３ 

１００ ５,０５６ 

１０１ ５,０９８ 

１０２ ５,１４１ 

１０３ ５,１８３ 

１０４ ５,２２６ 

１０５ ５,２６８ 

１０６ ５,３１１ 
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１０７ ５,３５３ 

１０８ ５,３９６ 

１０９ ５,４３８ 

１１０ ５,４８１ 

１１１ ５,５２３ 

１１２ ５,５６６ 

１１３ ５,６０８ 

１１４ ５,６５１ 

１１５ ５,６９３ 

１１６ ５,７３６ 

１１７ ５,７７８ 

１１８ ５,８２１ 

１１９ ５,８６３ 

１２０ ５,９０６ 

１２１ ５,９４８ 

単位：円 
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２ 第１６条関係 

 学術支援職員時間給表 

号俸 時間給 

 １   ８７７ 

 ２   ８９９ 

 ３   ９２１ 

 ４   ９４３ 

 ５   ９６５ 

 ６   ９８７ 

 ７ １,００９ 

 ８ １,０３０ 

 ９ １,０５２ 

１０ １,０７４ 

１１ １,０９６ 

１２ １,１１８ 

１３ １,１４０ 

１４ １,１６２ 

１５ １,１８４ 

１６ １,２０６ 

１７ １,２２８ 

１８ １,２５０ 

１９ １,２７２ 

２０ １,２９４ 

２１ １,３１５ 

２２ １,３３７ 

２３ １,３５９ 

２４ １,３８１ 

２５ １,４０３ 

２６ １,４２５ 

２７ １,４４７ 

２８ １,４６９ 

２９ １,４９１ 

３０ １,５１３ 

３１ １,５３５ 

３２ １,５５７ 

単位：円 
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３ 第１８条及び第２１条関係 

 特任専門員等時間給表                          

号俸 時間給 

１     ８９３  

２          ９５２  

３   １,０１２  

４  １,０７１  

５  １,１３１  

６  １,１９１  

７  １,２５０  

８  １,３１０  

９  １,３６９  

１０  １,４２９  

１１  １,４８８  

１２  １,５４８  

１３  １,６０７  

１４  １,６６７  

１５  １,７２７  

１６  １,７８６  

１７  １,８４６  

１８  １,９０５  

１９  １,９６５  

２０  ２,０２４  

２１  ２,０８４  

２２  ２,１４３  

２３  ２,２０３  

２４  ２,２６３  

２５  ２,３２２  

２６  ２,３８２  

２７  ２,４４１  

２８  ２,５０１  

２９  ２,５６０  

３０  ２,６２０  

３１  ２,６７９  

３２  ２,７３９  

３３  ２,７９９  
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３４  ２,８５８  

３５  ２,９１８  

３６  ２,９７７  

３７  ３,０３７  

３８  ３,０９６  

３９  ３,１５６  

４０  ３,２１５  

４１  ３,２７５  

４２  ３,３３４  

４３  ３,３９４  

４４  ３,４５４  

４５  ３,５１３  

４６  ３,５７３  

４７  ３,６３２  

４８  ３,６９２  

４９  ３,７５１  

５０  ３,８１１  

５１  ３,８７０  

５２  ３,９３０  

５３  ３,９９０  

５４  ４,０４９  

５５  ４,１０９  

５６  ４,１６８  

５７  ４,２２８  

５８  ４,２８７  

５９  ４,３４７  

６０  ４,４０６  

６１  ４,４６６  

６２  ４,５２６  

６３  ４,５８５  

６４  ４,６４５  

６５  ４,７０４  

６６  ４,７６４  

６７  ４,８２３  

６８  ４,８８３  

６９  ４,９４２  

７０  ５,００２  

７１  ５,０６２  
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７２  ５,１２１  

７３  ５,１８１  

７４  ５,２４０  

７５  ５,３００  

７６  ５,３５９  

７７  ５,４１９  

７８  ５,４７８  

７９  ５,５３８  

８０  ５,５９８  

８１  ５,６５７  

８２  ５,７１７  

８３  ５,７７６  

８４  ５,８３６  

８５  ５,８９５  

８６  ５,９５５  

８７  ６,０１４  

８８  ６,０７４  

８９  ６,１３３  

９０  ６,１９３  

９１  ６,２５３  

９２  ６,３１２  

９３  ６,３７２  

９４  ６,４３１  

９５  ６,４９１  

９６  ６,５５０  

９７  ６,６１０  

９８  ６,６６９  

９９  ６,７２９  

１００  ６,７８９  

１０１  ６,８４８  

１０２  ６,９０８  

１０３  ６,９６７  

１０４  ７,０２７  

１０５  ７,０８６  

１０６  ７,１４６  

１０７  ７,２０５  

１０８  ７,２６５  

１０９  ７,３２５  
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１１０  ７,３８４  

１１１  ７,４４４  

１１２  ７,５０３  

１１３  ７,５６３  

１１４  ７,６２２  

１１５  ７,６８２  

１１６  ７,７４１  

１１７  ７,８０１  

１１８  ７,８６１  

１１９  ７,９２０  

１２０  ７,９８０  

１２１  ８,０３９  

１２２  ８,０９９  

１２３  ８,１５８  

１２４  ８,２１８  

１２５  ８,２７７  

１２６  ８,３３７  

単位：円 


